
議案第100号 

 

   つくば市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和５年11月30日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

つくば市印鑑条例（平成２年つくば市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 第15条の２中「又は」を「、」に改め、「記録されているものに限る。）」の次

に「又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第12条の２第４項

第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の２第１項に規定

する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。）」を

加え、「により」を「に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、第15条の２の改正規定（「により」を「に暗証番号その

他必要な事項を入力することにより、」に改める部分に限る。）は、公布の日から

施行する。 

（提案理由） 



電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正

に伴い、移動端末設備による印鑑登録証明書の交付に係る規定の追加のほか、所要

の改正を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 



議案第100号資料 

 

つくば市印鑑条例（平成２年つくば市条例第31号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条―第１５条 （略） 第１条―第１５条 （略） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１５条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、住民基本台帳カード（つ

くば市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例（平成27年つくば

市条例第41号）による廃止前のつくば市住民基本台帳カードの利用に関する条例

（平成23年つくば市条例第23号）第２条に規定するサービスを受けるために必要

となる情報を記録したものに限る。）、 個人番号カード（公的個人認証法第22

条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている

ものに限る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第12

条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の

２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているも

のに限る。）を用いて同条例第２条第１号に規定する多機能端末機（以下「多機

能端末機」という。）に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑

登録証明書の交付を受けることができる。 

第１５条の２ 前２条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、住民基本台帳カード（つ

くば市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例（平成27年つくば

市条例第41号）による廃止前のつくば市住民基本台帳カードの利用に関する条例

（平成23年つくば市条例第23号）第２条に規定するサービスを受けるために必要

となる情報を記録したものに限る。）又は個人番号カード（公的個人認証法第22

条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている

ものに限る。）                              

                                    

                                    

      を用いて同条例第２条第１号に規定する多機能端末機（以下「多機

能端末機」という。）により                     印鑑

登録証明書の交付を受けることができる。 

第１６条 （以下略） 第１６条 （以下略） 

 


